
 

危険な空家 を補助いたします。

石狩市が市民の安全な生活環境の実現や居住環境の向上を図るために危険な空

家と確認した物件を自発的に除却する所有者等に対して、その費用の一部を補助

いたします。なお、今後、危険な空家を放置し特定空家等に認定されると補助金

の対象外となりますので、ご注意をお願い致します。

補助

内容

除却費用の１／４と標準除却工事費の4／10（簡易な建物

は1／10）のいずれか低い額

（上限２５万円）

対象とな

る空家

空家のうち、「石狩市特定空家等の認定基準」に基づき「特定空

家等に相当する状態」と確認されたもの

対象者

①危険な空家の所有者

②危険な空家の相続人（複数人いる場合は、全員の同意が必要）

③その他市長が①又は②に掲げる者と同等と認める者

※工事の請負契約締結前に申請すること

※申請後に現地調査をさせていただきます

※予算額に達した場合は申請をお断りする

場合があります

石狩市危険空家除却費補助金

受付期間 平成２９年５月１日から平成２９年１０月３１日まで

【問合せ先】

建設水道部建築住宅課建築指導担当

〒061-3292石狩市花川北6条1丁目30-2

Tel：0133-72-3141 Fax：0133-75-2274




